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（
総
務
委
員
会
）

恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
最
近
の
社
会
経
済
情
勢
等
に
か
ん
が
み
、
普
通
恩
給
及
び
扶
助
料
の
最
低
保
障
額
の
一
部
の
引
上
げ
等
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
恩
給
受
給
者
に
対
す
る
処
遇
の
改
善
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

一
、
普
通
恩
給
等
の
最
低
保
障
額
の
増
額

実
在
職
年
六
年
未
満
の
者
に
係
る
普
通
恩
給
及
び
普
通
扶
助
料
の
最
低
保
障
額
を
、
平
成
十
四
年
四
月
分
以
降
、
そ
れ
ぞ

れ
五
十
六
万
八
千
四
百
円
（
現
行
五
十
六
万
七
千
四
百
円

、
四
十
万
円
（
現
行
三
十
九
万
九
千
円
）
に
引
き
上
げ
る
。

）

二
、
公
務
関
係
扶
助
料
に
係
る
遺
族
加
算
の
増
額

公
務
関
係
扶
助
料
に
係
る
遺
族
加
算
の
年
額
を
、
平
成
十
四
年
四
月
分
以
降
、
十
四
万
八
千
五
百
円
（
現
行
十
四
万
五
千

二
百
円
）
に
引
き
上
げ
る
。

三
、
傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
の
基
本
年
額
等
の
増
額

１

傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
の
基
本
年
額
を
、
平
成
十
四
年
四
月
分
以
降
、
傷
病
年
金
又
は
第
一
款
症
以
上
の
特
例
傷
病
恩
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給
受
給
者
の
遺
族
に
つ
い
て
は
、
四
十
万
四
千
八
百
円
（
現
行
四
十
万
二
千
円
）
に
、
第
二
款
症
以
下
の
特
例
傷
病
恩
給

受
給
者
の
遺
族
に
つ
い
て
は
、
三
十
万
三
千
六
百
円
（
現
行
三
十
万
千
五
百
円
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
。

２

傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
に
係
る
遺
族
加
算
の
年
額
を
、
平
成
十
四
年
四
月
分
以
降
、
九
万
八
千
九
百
五
十
円
（
現
行
九

万
六
千
三
百
十
円
）
に
引
き
上
げ
る
。

四
、
施
行
期
日

本
法
律
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


